
＜月次報告様式（ 新様式　 令和５ 年４ 月～） ＞
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1 R8. 3. 9 R8. 3. 12
宗教法人「 ○○」 の現在の規
則

4 1
生活文化局都民
生活部管理法人
課
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決定区分 （ 根拠規定） 条例７ 条

2 R8. 3. 9 R8. 3. 17

「 宗教法人○○の解散命令請
求について」 、 「 宗教法人○
○に対する解散命令に伴う 清
算人選任申立てについて」 、
「 代理人の指定について（ 宗
教法人○○に対する解散命令
に伴う 清算人選任申立
て） 」 、 「 宗教法人解散命令
申立事件の決定の告知につい
て（ 通知） 」 、 「 宗教法人○
○解散命令に対する抗告事件
について（ 依頼） 」 、 「 代理
人の指定について（ 宗教法人
○○に係る清算人選任事
件） 」 、 「 代理人の指定につ
いて（ 宗教法人○○解散命令
抗告事件） 」 、 「 宗教法人解
散命令に対する抗告事件等の
決定の告知について（ 通
知） 」 、 「 宗教法人解散命令
に対する抗告事件の決定に対
する特別抗告事件について
（ 依頼） 」

34 1
生活文化局都民
生活部管理法人
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決定区分 （ 根拠規定） 条例７ 条

3 R8. 3. 9 R8. 3. 19

「 宗教法人の解散命令請求に
ついて」 、 「 宗教法人の解散
命令請求に係る追加書類の提
出について」

46 1 1 1 1

（ ７ 条２ 号）
・ 個人に関する情報で特定の個人を識別するこ と が
できるため
・ 個人に関する情報で特定の個人を識別するこ と は
できないが、 公にするこ と によ り 、 なお個人の権利
利益を害するおそれがあるため
（ ７ 条４ 号）
・ 偽造等による犯罪の防止に支障を及ぼすおそれが
あると 認められるため
（ ７ 条６ 号）
・ 現場調査の実施内容に関する情報であり 、 公にす
るこ と によ り 、 正確な事実の把握が困難になり 、 又
は違法若し く は不当な行為を容易にし 、 若し く はそ
の発見が困難になるこ と で、 宗務行政の適正な遂行
に支障を及ぼすおそれがあるため
・ 解散命令の申立てに至るまでの調査の経過等に関
する情報であり 、 公にするこ と によ り 、 正確な事実
の把握が困難になり 、 又は違法若し く は不当な行為
を容易にし、 若し く はその発見が困難になるこ と
で、 宗務行政の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが
あるため

生活文化局都民
生活部管理法人
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決定区分 （ 根拠規定） 条例７ 条

4 R6. 4. 8 R8. 3. 31

私立外国人学校教育運営費補
助金交付要綱の一部を改正す
る起案文書(平成22、 23、 25、
28、 30、 令和2年度）

164 1 ―
生活文化局私学
部私学行政課


